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Abstract 

This was a preparatory research study performed to construct a data base system which provides information 

of social welfare institutions in Aomori Prefecture. By questionnaire and interview, we investigated the current 

conditions of welfare informationalization in Japanese local self-governing bodies, and discussed the problem of 

infomation provision systems for community welfare. 

We ascertained the following. l)The purpose of setting up the information provision systems was to assist 

persons in selecting welfare services. 2)However under infomationalized headings, there were only basic data 
such as addresses and telephone numbers of institutes, which was of little help in allowing people in need of 

treatment to select the correct services. These results indicate that welfare informationalization in Japan is in the 

early stages. 

   To promote community welfare, we must first consider how to assist with subjective selection among many 

services. In order to do so, we will soon investigate the demands of both service providers and users for welfare 

informationalization. 

(J.Aomori Univ.Health Welf.3 (1) :75-81, 2001)
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Ｉ　 はじめに

　社会福祉基礎構造改革大綱において指摘 された よう

に、現在の福祉サービスの提供様式は、これまでの措置

制度から契約制度に大 きく転換 している。即ち、従来の

措置制度下で実施されてきたようなパターナリスティッ

クな社会福祉サービスの提供方式から、利用者のサービ

ス選択 を重視 し、専門職がその利用を支援するという利

用者本位の援助方式への移行1)が 推進されている。 これ

は、サービスの利用者に対 して一律に庇護的な処遇を行

うとい う従来のニーディアプローチか らの脱却 を意味

し、サービス利用者個 々の具体的福祉ニーズに対応 して

サービスを組み立てるニー ドアプローチへの移行、いわ

ゆる 「福祉のパラダイム転換」2)が 実現 しつつあること

を示す。 この傾向は、2000年4月 か ら導入された介護保

険制度の影響により、特に、高齢者福祉領域で加速 して

いる。

　福祉のパラダイム転換の重点である利用者の個別ニー

1)本 研究は、平成11年 度青森県立保健大学健康科学特別研究費(種 別:保健福祉行政課題研究)の 助成を受けて行われた。

2)青 森県立保健大学健康科学部社会福祉学科
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ズへの対応は、既に福祉の隣接領域において整備 されつ

つある。障害児教育 を例 に取るとその研究領域では、障

害 を持つ子 ども一人ひとりの教育的ニーズを的確に診断

し、必要に応 じた特別な教育的配慮 と指導の在 り方 を考

究することを目的 として、「特別なニーズ教育とインテグ

レーション学会」が1995年 に設立され、教育の内容,方 法 ・

技術、補助装置等 に関する実践研究が推進 されている3)。

これにより、障害児学校や障害児学級のみでなく普通学

級等 も含めた多様な教育形態における特別な教育的ニー

ズを持つ子 どもへの対処法に関する知識が蓄積されるこ

ととな り、教育現場における個別対応は教育的サービス

を付与する側の教授法の工夫により個別ニーズへの対応

を具現化 してきている。この ような状況の下で、福祉が

安穏 と構えていることは許容 されず、生活上の問題 を含

めた個別福祉ニーズの充足には、従来の トップダウン的

施策に加え利用者側からの社会資源の検索 とサービスの

選択 とい うボ トムアップ的要素が必要不可欠であること

が社会福祉法の骨子 となっている。

　 ところで、福祉の隣接領域である医療や教育等の領域

では、それ までの研鑽 によって蓄積 された知的財産 を有

効活用すべ く日々努力 されている。にもかかわらず従来

の社会福祉の領域では、サービスの授受者間での共感的

理解が重視 されるあまり、職人芸的性質が色濃 く反映さ

れ、他の実践領域では既 に実施 されているようなデータ

化等が、人 と人、心 と心の関係 を無機質化するものとし

て否定されてきた経緯があ り、先験的知見の情報化は積

極的であったとは言い難い。しか し、提供 される福祉サー

ビスの効果性 と効率性 を確保するため には、利用者の

ニーズに適合するサービス情報 を提供する体制の確立が

当面の課題 となってお り、この具現化のためには、福祉

の領域で蓄積 されてきた先行知見のデータベース化 とそ

の積極的活用が有効であ り必要不可欠であると考える。

もとより人間にかかわる援助行為には、サービスの授受

者間での共感的理解 とともに、科学性に基づいた客観的

手法による運用効率の向上が求められる。福祉における

科学性導入の重要性について、老人福祉施設における処

遇 をめ ぐる記述の中で、施設における処遇は人間性豊か

なものであると同時にその科学性が重要視 されるべ きで

ある4)と されている。その中で、科学的処遇は、諸科学

の成果を導入 し援用 して展開されるいわゆる 「科学的処

遇」 と、福祉従事者の処遇経験 を科学的な手法で集積 し

それ らを体系化 してい く 「処遇の科学化」とに大別され

ることが示されてお り、このことは、単に老人福祉施設

の処遇にとどまらず、広 く福祉サービス授受の現場に共

通の問題である。

　近年、処遇の科学化、つ まり福祉サービスの体系化 と

効率的運用 を実現すべ く、「福祉情報化」の必要性が叫ば

れるようにな り、介護保険制度の導入によりその重要性

は一層増 している。 これは、行政主導の措置制度の下で

は福祉サ ービスの受給者にはほ とん ど認め られていな

かった選択権が認め られるため、国や地方公共団体およ

び社会福祉事業者には利用者みずからが必要なサービス

を選択できるよう、福祉情報をより正確且つ迅速に提供

す ることが求められるからである。こうした福祉情報化

の整備は、介護保険制度の当面の対象者である高齢者の

福祉領域で急がれているが、障害者福祉や児童福祉等の

他の社会福祉領域においてもその必要性は指摘されてい

る。

　本研究では、青森県内の社会福祉施設等情報のデータ

ベースを整備 ・構築 し県民に情報提供するための準備段

階として、国内自治体 を対象 とした福祉情報化の進捗度

と現状 ・問題点についてのアンケー ト調査及び訪問調査

を行い、地域福祉情報提供システムの課題 を検討 した。

Ⅱ　調査方法

Ⅱ -1　 アンケー ト調査

　調査対象は、地方自治体 として全国各都道府県庁46ヶ

所、　 政令指定都 市市役 所12ヶ 所、　 中核都 市市役 所

7ヶ 所の福祉主幹課 と、地域福祉 を促進す る民間団体 と

して全国各都道府県社会福祉協議会46ヶ 所、 政令指定

都市社会福祉協議会12ヶ 所の計123ヶ 所 とし、社会福祉

施設等情報提供データベースの構築状況 とその内容につ

いて郵送によるアンケー ト調査 を行 った。

　調査項 目は、

　　 1)社 会福祉施設等情報提供サービスシステム

　　　　 (以下、システムと略す。)の 有無

　　 2)シ ステムの設置理由

　　 3)シ ステムにおける情報提供形態

　　 4)シ ステムの想定利用者

　　 5)シ ステムにより提供 される情報の分野

　　 6)シ ステムにより提供 される情報項 目

　　 7)シ ステム運用上の問題点

等であった。

　 アンケー トに関わる調査期間は1999年10月7日 から同

年11月30日 であった。アンケー トの回収部数は103部 であ

り、回収率は83.7%で あった。

Ⅱ -2　 先進的自治体への訪問調査

　アンケー ト調査の回答をもとに、独 自の先進的な取 り

組みがなされている都道府県 としてA県 を、WAM　 NET

(社会福祉 ・医療事業団主催の保健福祉医療情報ネッ ト

ワークシステム)地 方セ ンターを設置 ・運営 しているB

県社会福祉協議会 を選定 し、提供されている福祉情報化
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項目,情 報提供媒体の種類,デ ータベースシステムの維

持 ・管理等について、訪問による聞 き取 り調査を行 った。

　 なお、WAM　 NETは 、社会福祉 ・医療事業団が1999

年より運用 を開始 しているもので、同事業団と各都道府

県及び利用機関(市 町村や各種事業者)を 結ぶ専用回線

上のネットワークシステムで、福祉保健医療ならびに介

護保険関連情報 を提供 している。このシステムではOPE

NとCOMMUNITYに 分けた情報提供がなされてお り、

OPEN情 報はインターネット上に公 開され広 く国民が情

報を収集することができる。一方、COMMUNITY情 報
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図1　 システムにおける情報提供形態
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図2　 システムの想定利用者
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は、安全性の面から専用回線上のみで提供 され、各種施

設や法人団体等の間の情報共有 に利用 されている。

Ⅲ　調査結果の概要

Ⅲ-1　 アンケー ト調査

1)社 会福祉施設等情報提供 システム(以 下、システム

　　 と略す。)の 有無

　　自治体 ・社会福祉協議会ともに、半数程度がシステ

　　ムを備 えていることが確認された。

2)シ ステムの設置理由

　　設置理由は、自治体 ・社会福祉協議会 ともに住民か

　　 らの要望 とする回答が最 も多かった。

3)シ ステムにおける情報提供形態(図1)

　　情報提供の形態は、 自治体 ・社会福祉協議会 ともに

　　インターネット活用によるものが半数程度であった

　　が、冊子によるものも次いで多 く、活字 を利用 した

　　情報提供 も未だ根強 く利用 されている実態が明 らか

　　 となった。

4)シ ステムの想定利用者(図2)

　　 自治体 ・社会福祉協議会 ともに想定 している利用者

　　は、福祉サービス受給対象者の一般住民 とする割合

　　が最 も高かったが、医療関係者、福祉関係者、行政

　　関係者 を合わせたいわゆる福祉サービス提供者の合

　　計割合が一般住民 よりも圧倒的に多 く、調査の時点

　　では、福祉サービス提供者側の利便に焦点を当てた

　　情報開示が成されている実態が明 らかとなった。

5)シ ステムにより提供 される情報の分野(図3)

　　提供 されている情報は、 自治体 ・社会福祉協議会と

　　 もに国 ・自治体 ・社会福祉法人等に関するものが多

　　 く、社会福祉協議会ではNPOや ボランテ ィア団体 に
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図3　 システムによ り提供 される情報の分野
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図4　 システムにより提供される情報項 目

　　関するもの も多かった。 また両者 ともに、国 ・自治

　 体 ・社会福祉法人等 に関 して提供されている情報分

　 野 は、やは り高齢者関連のものが最 も多いが、身体

　　障害者や児童等の他の福祉領域の情報 も少なからず

　 提供 されていることが明 らかとなった。

6)シ ステムにより提供 される情報項目(図4)

　 提供 されている情報項 目に関して、自治体 ・社会福

　 祉協議会 ともに、施設名称や運営主体,住 所 といっ

　　た基本情報が多 く、外泊 日や処遇職員数,ボ ランティ

　　アの受け入れ状況 といった具体的な処遇内容等の情

　 報はほとんど提供 されていなかった。

7)シ ステム運用上の問題点

　 運用上の問題点 として、自治体 ・社会福祉協議会 と

　　もに、データベースの維持 ・管理という回答が最 も

　 多 く、情報 を適宜新 しいものに更新 したりするなど

　　の維持 ・管理面での不安が大 きい実態が伺えた。

Ⅲ-2　 先進的自治体への訪問調査

1)A県 「独 自情報提供 システム」

　利用者の主体的な福祉 サービス選択 を支援す るため

に、同県内の社会福祉法人 ・社会福祉施設に関する情報

がデータベースとして集積 され、広 く県民に開示 されて

いた。そこでは、所在地や入所定員 といった基本情報に

加え、入所者の状況や食事や入浴 といった施設内サービ

ス状況等の処遇情報 も提供 されており、先進的な取 り組

みがなされていた。公開情報の源は県の施設監査情報で

あ り、これを施設 との合意の上で精査 し、利用者が施設

サービスを選択する際に有用であることが想定される情

報を提供 しているため、公開情報に対する責任の所在が

県にあ り信愚 性が保てるとのことであった。また、でき

るだけ多 くの人に満足できる情報 を提供することを目的

として、情報提供媒体 としてはインターネットに加えて

冊子 も兼ね備え、IT(lnfo㎜ation　 Technology)活 用に不

慣れな高齢者や情報弱者にも配慮 してお り、さらにはイ

ンターネットにおける情報提供では視覚障害者の利用 も

想定 して音声出力 にも対応 していた。全県民のインター

ネット利用の利便性 を高めるため、防災行政無線 と公共

回線 を組み合わせた全県的ネ ットワークを設置 してい

た。

　なお、同県はWAM　 NETと は非提携 とのことであった

が、これは、WAM　 NETの 情報が福祉サービスの提供者

である事業者が直接書き込むため提供 される情報が主観

的 とな り、実際 と異 なる可能性のあることや、利用者の

真に欲 しい情報の大部分が事業者間同士で しか共有する

ことのできないクローズ情報であ り、利用者のサービス

選択支援 とい う目的とは合致 しないためとのことであっ

た。

2)B県 社会福祉協議会 「WAM　 NET地 方センター」

　同県 も保健福祉医療サービスの利用者である県民への

情報提供 を目的 としてお り、社会福祉 ・医療事業団が運
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営 しているWAM　 NETの 地方セ ンターを開設 し、イン

ターネ ットと専用回線 を利用 した情報開示が実施 されて

いた。WAM　 NET地 方センターを設置 ・活用することの

利点は、すでに設置済みのコンピュータネットワーク回

線を利用するためにインフラス トラクチャーの整備 に資

金がかか らないこと、データベースの維持 ・管理 を社会

福祉 ・医療事業団側が行 うため予算や人員があまりかか

らないことであった。また、WAM　 NET自 体が全国展開

の事業であるため、情報量が多 く社会福祉 に関する最新

の情報に触れることがで きるという利点があるとのこと

であった。 しか し、具体的な処遇内容等の情報は、情報

の保護や安全性 に配慮する必要があること、行政側が施

設 を評価することにつながる、等の理由か ら、その想定

利用者をサービス提供側 として専門機関の間のイン トラ

ネットのみで提供 され、実際のサービス利用者である一

般県民が直接 インターネットにより閲覧することのでき

る情報は一般的基本情報にとどまっている実態が明 らか

になった。 このような種々の制約から、訪問調査時点で

は、同県社会福祉協議会のホームページ上に独 自の社会

福祉情報提供 システムを構築することも考案 されている

とのことであった。

Ⅳ考察

　本研究 における調査 は介護保険導入の直前に行 った

が、アンケー ト調査の結果、自治体(都 道府県及び政令

指定都市,中 核都市)と その社会福祉協議会の平均で約

半数が、住民か らの要望による住民の利用 を想定 した社

会福祉施設等情報提供システムを備 え福祉情報化に取 り

組んでいた。当初、福祉情報化は自治体による福祉行政

事務の情報化、つまり福祉業務のOA化 から始 まったが、

その後、市民向け情報提供サービスの必要性が叫ばれる

ようにな り、1985年 頃か ら、東京都や愛知県、 神奈川

県、さらには札幌市、　 大阪市、仙台市等の社会福祉協議

会が、 また国 レベルでは社会福祉 ・医療事業団が主体と

なり、各種 データベースが構築 され福祉情報提供システ

ム として運用 されて きた。 しか し、行政主導のシステム

では一般的な情報の提供 にとどまらざるを得ず、 しかも

行政に有効 な情報に偏 りがちであることが従来か ら指摘

されている。本研究における調査 においても、施設名称

や住所、電話番号 といった基本提供情報のみを供与 して

いる自治体がほとん どである実態が明 らかとなった。

　 とはいえ近年、施設単位で処遇の向上をめざしたケア

マネジメン トにつながる情報化が高齢者福祉関連領域 を

中心に整備 されてきてお り、現在では、ニーズとサービ

スのマ ッチング、つまり需給調整 と参加支援のための情

報化が志向 されている1)。そのため、データベースに蓄

積される福祉情報 も、基本情報 にとどまらず利用者一人

ひとりの具体的ニーズに合致 させ るため により詳細 な

サービス提供情報、つまり処遇 に関する詳細情報でなく

てはならないという機運が高まってきてお り、現在、行

政主体の福祉情報提供システムも県や市町村 レベルにお

いては、これを実現 している例 も散見されるようになっ

てきている。本研究の訪問聞 き取 り調査の結果において

も、A県 のように、県の施設監査情報 をもとにして、入

所者の状況や食事や入浴サービスといった処遇に関わる

情報を、利用者の施設選択支援の観点からで きる限 り多

く県民 に開示 しようとしている自治体 もみられ、このこ

とは、利用者の立場に立 った各種福祉情報の利用 と活用

の仕組みづ くりを促進すべ きものとして福祉情報化が位

置づけられるようになったことを示す ものである。反面、

B県 社会福祉協議会が指摘するように、施設処遇の内容

等は施設評価 につながる恐れがあ り公共性 の強い団体が

施設の格付けをしてしまうことになる可能性 も考えられ

る。 したがって、公的団体が開示 ・提供できる福祉施設

情報の種類や程度を十分に吟味 した上で、福祉情報化に

取 り組む必要がある。 しか しながら、地域福祉サービス

の側面か ら、利用者の多様なニーズに対する対応が求め

られている今 日、ケアプラン策定経過や処遇内容等の従

来情報化に適 さないとされてきた項目の開示 も要求され

るようになって きてお り、利用者側の利便を考慮 に入れ

た福祉情報化 は急務の課題である。

　 このような福祉情報化に関する機運の高まりの中で、

介護保険制度導入を期 に、国レベルのデータベースとし

て、社会福祉 ・医療事業団によるWAM　 NETが 運用を開

始 した。WAM　 NETは 、専用回線で都道府県センターを

通 じて福祉専門機関を結び、情報の共有化を図っている。

全国的データベース故の情報量の多 さといった長所 もあ

げられるが、問題点も残 されている。福祉情報の一部の

みをインターネット上に一般公 開していることである。

施設福祉情報を例に取ると、厚生省統計情報課 より提供

される施設名簿を基 に情報化データの調査を行 って、調

査 に回答があった施設情報のみをインター ネット上に開

示 し、その他は施設名のみであっても専用回線上に限定

した公開情報 としている。 また、薬害等の相談事例や新

聞掲載福祉情報等 も、情報化データを業者 より買い取っ

て公開 しているため、著作権等の問題から専用回線上の

みの公開とされている。専用回線は福祉関係専門機関を

結ぶ ものであ り、そこでの情報は一般の福祉サービス利

用者の目に直接触れることはない。 これは、専用 回線上

で運用 されているWAM　 NET自 体が福祉サービスを提

供する側(自 治体や福祉関係事業者)を 主たる利用者 と

して想定 しているためである。本研究 におけるアンケー

ト調査においても、一般住民 よりも、医療 ・福祉 ・行政

－79－



関係者 といった福祉サービス提供者側の福祉施設等情報

提供 システムの利用 を想定 している割合が圧倒 的に多

く、住民の福祉サービス選択の支援 とい う目的とは矛盾

する実態にあることが明確 となった。 しかしなが ら、「福

祉情報化 とは、福祉活動において福祉情報を意識的に利

用すること。あるいは、福祉情報 を十分に流通 ・活用 し

て地域福祉 システムを整備 し、ニーズ保有者や住民の生

活支援 を図る総体の取 り組み。」 との定義5)を 参照する

と、福祉情報化の大 きな役割は、利用者のニーズにより

サービス提供者側の施策情報を検索できるようにするも

のであ り、著作権等による開示制限等 は早急に解決する

とともに、サービス利用者の利便性 を最大限配慮すべ き

であると考える。また、WAM　 NET上 に記載 されている

社会福祉施設情報 は、未だ施設名称や住所等の基本情報

にとどまってお り、詳細な処遇情報 までの公開には至っ

ていない。システムのデータベース作成に際 して実施 さ

れた社会福祉 ・医療事業団による調査項目の中にも、処

遇事例を掘 り起 こすべ く自由既述の項 目も見 られるが、

直接援助に携わるサービス提供者側からは意に添 うよう

な回答が得 られていないのが実態である。これは、処遇

情報 をデータ化 し公開すると、みずからが行っている長

所部分のみでなく欠点も含めた全体像が明らかになるた

め、福祉サービス を提供する側が意識的に避けているた

めである。通常、一般的な情報調査では数多 くの福祉情

報が集積されるが、処遇情報のような詳細情報 までも提

供 を求めると、集積 される情報が自らの行 っているサー

ビス行為に自信のある機関のみの ものに限られてしまう

という トレー ドオフの関係になることは否めない現状で

ある。 しか し、福祉サービス提供に携わる多 くの機関が

行っている処遇情報 を開示することにより、援助に携わ

る側が相互に他の機関で行っている処遇情報を知ること

ができ、自らのサービスの質を向上させるきっかけにも

なると考える。この意味では福祉情報化は、利用者側の

利便の向上に加え福祉サービスの提供者側の改善意識の

向上にも寄与するものである。

　既述の如 く社会福祉の領域では、サービスの授受者間

での共感的理解が重視 されるあまり、また援助関係の個

別性の強さを尊重するあまり、データ化が可能な福祉資

源でさえも公開情報化 ・コンピュータ化は馴染まないと

されてきた。そのため、援助者個々人の経験 とセンスに

委ねられた職人芸的処遇が公然 と行われてきた。しか し、

経験 を積んだ援助者の技術 を後進 に伝 えてい くために

は、経験 としての処遇 を体系的に情報化 ・マニュアル化

することが望 まれている。福祉従事者がそれまで現場や

臨床場面において経験 してきたことを、一個人の知的財

産 として埋没 させずに経験法則 として体系的に集積する

ことで、一定の法則性や規則性 を見出す ことが可能にな

るものと思われる。また、サービス利用者の有する機能

的障害やハ ンディキャップの程度等が多様化するに伴

い、福祉に関するニーズが複雑化 ・高度化 して保健 ・医

療等の複数領域にまたがるケースが増大 してきてお り、

保健婦や医師,　 ホームヘルパー,施 設職員等関係する

複数のスタッフの連携 による組織的な処遇が必要 とな

る。そのため、情報の共有の必要性が再認識 されるよう

にな り、援助者 ・サービス利用者双方の もつ必ず しも整

理 されていない情報を整理 ・分析 して普遍化することが

目指 されてお り、これは 「普遍的社会福祉」6)へ の転換

が具現化するための必要条件 となっている。

　 また現在、WAM　 NETを はじめとした福祉 に関する情

報提供 システムは、介護保険制度で焦点が当てられてい

る高齢者福祉領域を重点 にその基盤整備が進められてい

る。本研究のアンケー ト調査 においては、障害者福祉や

児童福祉等の他の福祉領域 についても少なからず情報提

供がなされていることが明らか となったが、高齢者福祉

領域における福祉情報化が先鞭をつけている現状 にある

と思われる。従来、障害者 に関する情報については主 と

して、障害者団体やボランティア団体等のグループが自

らの活動 を世に紹介するという形で発信 されているが、

障害者が社会資源 を活用する際の利便に供するような、

つまり福祉サービスの選択 を可能にするような公的機関

における体系的情報化 は端緒の段階である と考える。福

祉情報化の過程において、高齢者福祉が現在の重点課題

になっているとはいえ、サービス受給の対象者によって

優先順位 をつけるのは好ましくない。この意味では、障

害者福祉 にとどまらず児童福祉 ・医療福祉等の情報提供

も含めた福祉全般を視野に入れた社会資源 として、社会

福祉ニーズの状況やサービスの実態が適切 なかたちで、

サービス提供 をする援助者 とその利用者の双方に伝達 さ

れる総合的なシステムの構築 を念頭に置 く必用がある。

　 ところで福祉情報化の議論は、パーソナルコンピュー

タの実用化 とともに出現 し、インターネットの普及 によ

りその重要性が叫ばれるようになった。確かに、福祉情

報化 は利用者のニーズにあった福祉情報をデータ化 して

提供 しようとするものであるが、コンピュータ化、つま

りIT活 用そのものではないことに留意する必要がある。

パーソナルコンピュータが汎用的になったとはいえ、使

用が困難ないわゆる情報弱者 も多 く存在 してお り、IT

活用のみに頼 ることはいわゆる情報弱者の福祉 データ

ベース使用 を制限することになる。そのため、A県 で実

施 されている如 く、情報弱者には冊子等の印刷物による

データベースを提供 することや、視覚障害者 にはイン

ターネット開示情報を音声化 して提供する等、利用者の

利便性を考慮 した情報化媒体を考 える必用がある。 これ

により、福祉サービス提供側のためだけではなく真に利
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用者本位 の福祉情報化が実現 されることになると考 え

る。

　以上、本研究で行われた日本国内の自治体とその社会

福祉協議会における社会福祉施設等情報提供システム整

備の動向調査 を通 して、処遇の科学化を具現化するため

の方略として、社会福祉資源情報の体系的整理による福

祉情報化の果たす役割について概観 してきた。福祉サー

ビスの提供形態 についての情報化 は、高齢者福祉 を皮切

りにようや く基盤整備が始まった段階である。福祉のパ

ラダイム転換 を余儀な くされている今 日、サービス提供

者の修得 した援助技法 を一個人の産物 として とどめるこ

とな く、これを情報化 して体系的に整理 し普遍化するこ

とで、利用者が個別的ニーズに対応 して様 々な種類 の

サービスを効率的に選択 し利用することが可能 となる。

今後、ソーシャルワークやケアマネジメン ト等の福祉の

現場の従事者 は、このような時代 の要請に応えるべ く、

従来の手法 に加え情報化の手法 といった新 しい科学的手

法 を自身の活動方略に積極的に導入 してい く姿勢が求め

られるようになると考える。

　 本研究は、未整備である青森県の社会福祉施設情報の

情報化を促進すべ く準備 として実施 され、福祉情報化の

全国の進捗度や、WAM　 NET利 用の長所 ・短所、さらに

は独自システム構築の利点 と困難性 を明確化することが

できた。青森県において、早急に社会福祉施設等情報を

体系化 して公開しようと考 えた場合 には、新たなインフ

ラス トラクチャーの整備の必要性がなく維持 ・管理 も社

会福祉 ・医療事業団が実施するWAM　 NETを 利用するこ

とが近道 になるとも考える。 しか しなが ら、WAM　 NE

Tの 種々の制約条件を考慮するとともに、IT整 備の状

況が端緒の段階にある青森県の地域性を考 え、利用者の

福祉サービス選択支援 といった真 に地域福祉的視点を考

慮 した社会福祉施設等情報提供 システムを目指すために

は、A県 のように自治体独自のデータベースの構築を企

画することが最良 と考 える。青森県独 自の社会福祉施設

等情報提供システムを実現するためには、今後、まず、

福祉サービスの想定利用者である一般県民や実際の利用

者、および福祉サービス提供者である社会福祉施設や事

業者 を対象 とした福祉情報化に対する要望調査を行い、

この調査結果に基づいてデータベース化 して開示すべ き

情報項 目やその提供 ・閲覧形式等を充分検討 し慎重に決

定する。その後、青森県内の社会福祉施設や事業者等を

対象 とした情報化項 目に関する調査を行い、収集 された

情報 をデータベース化するといった段階を経ることが肝

要 と考 える。
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